
1

淡路障害者自立支援協議会設置要綱

（設置）

第１条 淡路圏域における障害者相談支援が円滑に機能し、当事者の地域生活の向上と社

会資源の充実に向けた活動に寄与するため、洲本市、南あわじ市、淡路市（以下「共同

設置市」という。）は、淡路障害者自立支援協議会（以下「協議会」という。）を設置す

る。

（委員）

第２条 協議会は、次に掲げる関係団体の推薦を受けた者のうちから、共同設置市の選任

を受けた 25 名以内の委員をもって組織する。

(１) 相談支援事業所

(２) 共同設置市の健康福祉部

(３) 兵庫県洲本健康福祉事務所

(４) 学識経験者（淡路医師会）

(５) 障害者当事者団体又は家族団体

(６) 教育機関及び雇用関係機関

(７) 障害者支援（福祉）施設及び障害福祉サ－ビス事業所

(８) その他障害者福祉の推進に関する関係者

（任期）

第３条 協議会の委員の任期は、２年間とする。ただし、当該委員が欠けた場合における

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（委員長及び副委員長、監事）

第４条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

２ 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

４ 監事は２名とし、本会の会計を監査し、協議会に報告する。

（運営）

第５条 協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

２ 協議会の会議は、委員の過半数の出席により成立する。

３ 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くこと

ができる。

４ 委員は、その代理の者を出席させることができる。

５ 協議会の会議は、概ね年４回開催するものとする。

（所轄事務）

第６条 協議会は、次に掲げる事務を所轄する。

(１) 障害者自立支援に係る総合調整推進に関すること。

(２) 障害者相談支援事業に関連する福祉、保健、医療機関の調整、情報交換及び連携に

関すること。

(３) 委託相談支援事業所の運営の評価に関すること。

(４) 地域の関係機関ネットワークの支援及び構築に関すること。

(５) 社会資源の充実に向けての活動及び淡路３市の障害福祉計画に関すること。



2

(６) 権利擁護に関すること。

(７) 日中サービス支援型共同生活援助事業の報告・評価に関すること。

(８) その他協議会の目的を達成するために必要な事務。

（運営委員会）

第７条 前条の事務を円滑かつ有効に行うため、協議会に運営委員会を設置する。

２ 運営委員会は、部会代表、３市の担当及び洲本健康福祉事務所をもって構成する。

ただし、運営委員会が他の関係者の参加が必要と認めた場合は、この限りでない。

（部会）

第７条の２ 地域の現状を把握分析し、課題の整理と解決にむけて、各部門に次の部会を

設置する。

（１） こども部会

（２） はたらく部会

（３） くらす部会

（４） サービス管理責任者等部会

（５） 居宅介護事業所部会

（６） 相談支援事業所部会

（７） 障害福祉担当者部会

２ 前項に掲げる部会のほか、障害者福祉推進のため必要と認められるときは、共同設

  置市の承諾を得て部会を置くことができる。

３ 各部会の運営基準については、別に定める。

（会計）

第８条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月 31 日に終わる。

２ 協議会の経費は、共同設置市の負担金、寄附金その他収入をもって、これにあてる。

（庶務）

第９条 協議会の事務局は、２年の任期による淡路３市の持ち回りとし、各市の障害福祉

担当課に置く。ただし、３市協議の上、事務局を委託することができるものとする。

（守秘義務）

第 10条 協議会の委員等は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職

を退いた後も、同様とする。

（その他）

第 11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定

める。

   附 則

この要綱は、平成 19年６月 26 日から施行する。

   第１次改正附則

この要綱は、平成 20年５月 23 日から施行する。

   第２次改正附則

この要綱は、平成 21年４月１日から施行する。

   第３次改正附則

この要綱は、平成 21年６月 11 日から施行する。

   第４次改正附則

この要綱は、平成 23年６月１日から施行する。
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   第５次改正附則

この要綱は、平成 31年４月１日から施行する。

第６次改正附則

この要綱は、令和３年６月１日から施行する。

第７次改正附則

この要綱は、令和６年６月１日から施行する。


